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研究成果の概要（和文）：従来の国際人道法は、保護の要件としての軍隊と個人等との間の関係を19世紀的な軍
隊構造・軍事戦略を前提に理解してきた。しかし21世紀の武力紛争においては、その関係がより不可視的、非有
形的、非軍事的なものに変化している。本研究は、このような新しい関係性を国際人道法がどの程度取り込みう
るかを検討した。手順としては、従来の国際人道法において外国軍隊による「支配」がどのような意義を有する
と理解されてきたかを整理し、新しい支配の具体的な形態が現実に国際人道法 に及ぼしうる影響と国際人道法
側での適応可能性を検討した上で、かかる国際人道法の展開が国際法体系一般に及ぼしうる影響を確認した。

研究成果の概要（英文）：International Humanitarian Law (IHL) has traditionally presupposed the 
19th-century-old structure of state and military as the required individual-military relationship 
for legal protection. However, in 21st-century armed conflicts, such relationship has gradually 
changed to a less visible, less tangible and non-military one. This project studied how IHL can 
incorporate these phenomena. Through firstly analyzing how traditional IHL has appreciated the 
foreign military control, and secondly by examining the adaptability of IHL for such new features of
 foreign control, the project has endeavored how far this legal sift in IHL affects the system of 
general international law.

研究分野： 国際法・国際人道法

キーワード： 占領　非国際的武力紛争　介入　紛争の国際化　欧州人権条約　プロクシ

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
9.11以来「新しい戦争」が戦われていると主張されているが、それは武力紛争に適用される国際人道法に何らか
の構造的な変化を迫るものであろうか？本研究では、外国による領域支配や軍事組織への支援といった従来多く
みられ、国際人道法の主要な研究課題でもあった現象が、よりソフトな非軍事的な形で実行可能となっている現
実をふまえて、国際人道法による人道的保護の提供にあたってそのような新しい支配のスタイルがどのような影
響を及ぼしているかを検討した。これを通じて、テロとの戦争、プロクシ（傀儡勢力）による戦争、SNSなども
総動員したハイブリッドな戦争などの武力紛争の今日的現実に適合的な国際人道法の可能性を検討した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
国際人道法は、軍隊が外国領域、武装組織、個人に対して一定程度の「支配」を及ぼすことを根
拠として、法的保護のレジームの適用、または転換を予定している。例えば、占領状態の定義、
武装組織に対する外国の支配による非国際的武力紛争の国際化、非正規兵らの捕虜資格の有無、
傷病兵・投降兵または文民たる住民に対する紛争当事国の権限行使である。このような国際人道
法が想定する「支配」関係は、主体・客体間に可視的・有形的・軍事的関係性であり、19 世紀
的な軍隊の構造や(陸軍)軍事戦略を前提とした「支配」関係を想定している。しかし、この想定
は、21 世紀の軍事活動の現実と必ずしも合致しない。例えば、今日では外国にいるローン・ウ
ルフ型「テロリスト」に一定の行動をとらせるためには、伝統的な非国家武装集団が有していた
ようなハイエラーキーを備えた組織性は不要であるし、特定の行動を具体的に命令する「実効的
支配」もほとんど不要であろう。また、例えばガザ地区のように、旧占領国の地上軍が撤退して
も引き続きのボーダーコントロールや非有形的・遠隔的手段による締め付けにより、軍事占領時
と同程度の支配が可能となっている。さらに紛争当事国は、伝統的な物理的領域支配を通じた伝
統的な「勝利」ではなく、敵国の政策決定過程を左右する「影響」だけをもとめる軍事戦略をと
ることがある(effects-based operations)。より一般的に言えば、敵国領域や住民に対するガバナ
ンスの一部が、国内統治と同じように民営化されたサービスに依拠することもある。生体認証や
顔認識技術の発展は全面的包括的統治を必要としない「ピンポイント」での統治目的の達成を可
能にする。サイバー手段やドローンによる支配が可能である場合に、リスクの高い地上軍の派遣
や現地の政治的反抗を招きかねない直接軍政を行うことは合理的選択とは言えなくなるだろう。 
このような背景において、国際人道法が、このような新しい特徴を備えた「支配」関係 を国際
どのように理解し、どの程度取り込みうるかを検討しようと考えたのが本研究の背景である。 
 
 
２．研究の目的 
国際人道法が「近代」的な軍事組織・戦略を前提としている多くの点において、戦争の現実は大
きく変化しているところであるが、かかる変化は国際人道法の適用可能性や保護の適用範囲の
決定にどのような影響を及ぼしているか。これを、外国軍隊による支配関係の側面から問い直す
ことが本研究の根源的な問いであった。 
国際人道法の解釈において、国家正規軍同士の対決を前提とした「形式主義 formalism」にとら
われず、保護を必要とするものの人道的保護を最大化する「保護の実質化」の傾向が一貫してみ
られてきた。このような姿勢は、法を戦争の現実に適応させる有意な努力であると言える。しか
し、国際人道法のレジームの適用可能性、個人および集団の当事者性や法的地位の決定といった、
国家の正統性や de jure な権限の根拠に関わる分野においては、支配関係の公・私、軍・民、正
規・非正規、有形・非有形の別が決定的な影響を及ぼしていることは、自明の前提とされ、あら
ためて検証されていないものと思われる。本研究は、この前提そのものを、いくつかの視点から
再検討することで、国際人道法を武力紛争の現代的な諸相にどのように適応させるべきかにつ
いて示唆を得ることを目的としている。 
また、本研究における国家と私人・非国家主体との現代的関係性に関する分析を通じて、広く国
家責任法、領域権原に関わる国際法、国際刑事法などにおける国家による支配関係を再検討する
契機にもなることも大きな意味での目的といえる。 
 
 
３．研究の方法 
（以下は必ずしも研究年度１年目、２年目、３年目の段階を表すわけではなく、いくつかの論点
が前後しながら年度をまたがって進められた。） 
 
第１段階：本研究の基盤として、まず国際人道法において軍隊が領域・住民・団体などに対して
行う様々な形態の「支配」を整理分類し、それぞれの法的効果とその意味について検討した。そ
こで検討したのは、ある国の政府と武装集団とが非国際的武力紛争を争っている状況において
外国軍隊が当該武装集団に一定の支配を及ぼすことで紛争が国際化する場合の「支配」関係の意
味、また紛争当事国軍隊が敵国領域に対して実効的支配を及ぼすことで占領状態が成立する場
合の「支配」関係の意味についてであった。これらの関係性を総合的に検討するために、ICTY、
ICJ、ICC の判例、その判例批評を精査した。こうした作業によって、外国軍隊による「支配」の
効果とその意義、すなわちそれが支配された領域、個人、集団などの置かれた状況をどのように
変えるか、さらに、その変化がなぜ武力紛争の存否や性格付け、適用法規、保護のレジームの変
更などをもたらすべきなのかに関して理論的整理を行った。 
 
第 2段階：軍事的技術の発展や各国軍事戦略の変化といった内的要因、さらに現代国際法諸分野
の発展(例えば占領地において人権条約が適用されることが明確にされたこと、また、国際的武



力紛争に適用されるそれに匹敵する国際人道法の規則が非国際的武力紛争にも適用可能とされ
るに至った現象)といった外部的要因もふまえて、外国軍隊による領域・個人・集団などの支配
においてみられるようになった「新たな特徴」に対する国際人道法の適応について検討した。検
討された素材は、「地上軍なき」占領の例として、ガザ地区、「地上軍なき」内戦への外国軍の広
範な介入(例えばシリア内戦へのアメリカやロシアの介入)、外国軍がプロキシ(現地組織)に対
して実効的支配には至らないものの決定的な影響を及ぼすことを通じて行う間接的「占領」(ロ
シアのジョージア介入、ウガンダのコンゴ介入)などである。 
 
第 3段階：新たな「支配」関係の現実が及ぼす影響に関する総括的研究を行った。国家・軍隊が
一定の領域・個人・集団を支配することに伴う法的効果は、国際人道法以外の文脈においても問
題となりうるため、この点を検討した。例えば、国家責任法における私人行為の国家への帰属、 
領域権原としての実効的占有、海上経済戦手段としての封鎖維持、戦争犯罪などに関する個人の
刑事責任などの要件として、「支配」の実効性が議論されうる。もとより、これら他分野におけ
る「実効的支配」の効果や存在理由が、先述のような国際人道法で問題となるそれとは異なるの
は当然である。しかし、第 1 には、それら他分野における「支配」関係の扱いは、国際人道法に
関わる「支配」関係の再検討に際して比較対象とすることが可能であろう。かかる比較研究を通
じて、国際人道法に関して必要とされる「支配」関係の特殊な性格をあぶり出すことができると
考えた。第 2には、前年度までの研究によって明らかになった国際人道法にかかわる「支配」関
係の再定義が、国際法の他分野においてもどの程度適用可能なのかを確認し、新しい特徴をもつ
外国軍隊による「支配」の法的含意の「広がり」を見極めることにも大いに意義があると考えた。
かかる複雑な問題を引き起こす欧州人権条約の占領や域外軍事活動に対する適用の事例をとり
あげ、それらの体系的な検討を通じて、国際人道法と国家責任、個人の刑事責任、国際人権条約
の適用との関係について研究した。 
 
 
４．研究成果 
2018 年度は、軍事占領の現代的特徴を現行の国際人道法の下でどのように規律可能であり、ど
のような限界があるのかを検討した。第 1に、地上軍の存在を伴わない占領が可能かどうかを検
討した。パレスチナのガザ地区のように、従来占領軍が駐留し軍事占領を敷いていた地域に関し
て、占領軍を撤退させながらも、海と空からの封鎖、入域管理の徹底化、機動的な攻撃部隊によ
る短期的軍事作戦などを組み合わせ、実質的には占領軍駐留時と変わらない管理を敷く事例が、
占領法に規律されうるかという問題である。地上軍の存在は軍事占領の不可欠の前提というの
が定説であるところ、論者の中には、占領法を「機能的」に理解することにより、そのような状
況においても、従前の占領国の機能が維持されていれば占領法規の適用を受け、占領国としての
義務を引き続き負うのではないかと主張するものもある。占領法規の新しいあり方を示唆する
ものではあるが、判例や国家実行からするとこうしたアプローチに完全に移行したとまでは言
えないことが明らかになった。第 2に検討したのは、占領国が現地の武装集団など(プロクシ)を
通じて間接的に支配を行うケースである。ICTY 判例においてプロクシを通じた占領を認めた事
例もあるが、ICTY の別事件や ICJ のコンゴ領域武力行動事件などを根拠にして、プロクシが領
域を実効的に支配しているとしても、単に外国が当該プロクシに全般的支配を及ぼし紛争が国
際化したとしても、当該外国による占領が確立したとは言えないという反対論もある。ここで議
論されている判例をつぶさに検討した結果、いずれの判例もこの問題について決定的な解答を
示してはいないことが明らかになった。また、プロクシに対する「より強い」支配が必要だとい
う立場は、そもそも占領のみならず、全般的支配を通じた紛争国際化そのものを疑問視しており、
占領の枠を超えた国際人道法の再構築が必要であることを主張していることが明らかになった。 
 
2019 年度の前半は、前年度に引き続き、国家が非国家主体を通じて外国領域を支配する「プロ
クシ」を通じた占領の実行および議論を、国際人道法の全体的文脈の中で検討することに費やし
た。国際人道法の適用において、国家が外国において行動する非国家主体に一定程度の支配を及
ぼしている場合、武力紛争の国際化が生じるとされる。かかる非国際的武力紛争の国際化の敷居
と、プロクシを通じた占領との関係が議論になるのである。判例上は、介入国による非国家主体
に対する全般的支配は、当該非国家主体による「占領」を介入国自体による「占領」と見なしう
ると考えられているようにみえる。しかし、そのようなプロクシを通じた占領を、領域国との関
係で、また被占領地域住民との関係でみた場合に、介入国が直接占領を行っているのと同一視で
きないという議論もある。この立場は、プロクシを通じて介入国が占領を確立するためには、紛
争を国際化する介入国による非国家主体の支配(全般的支配)を越えるより強い支配が必要だと
考えている。ただし、翻ってみれば、この立場は、保護・責任のギャップを生んでしまう可能性
がある。また、このような立場の対立を注視することで、より根源的には、通説的に定着したと
言われる「全般的支配」の基準が武力紛争の国際化を正当化するに十分なのか、果たしてそのよ
うな「全般的支配」により非国際的武力紛争はどの程度、どの範囲で国際化するのか、そもそも
非国際的武力紛争の国際化とはどのような帰結を伴うのか、といった問題が実は明確な整理無
く議論されていることも明らかになった。 2019 年度の後半は、欧州人権裁判所の判例の検討を
始め、占領状態の確立と人権条約の適用に必要な「管轄」の行使との関係について検討した。こ



れにより、占領に必要とされる実効的支配の本質、特に国家による一般的な権力行使(人権条約
の遵守義務を伴う)との関係を明確にした。 
 
2020 年度は、コロナウィルス感染症のため予定していた出張が実施できなかったものの、前年
度までの出張の成果を活かして文献を中心にした研究により研究の進捗を図ることができた。 
具体的には、まず、欧州人権裁判所の最新の判例を素材として、現代的特徴のある武力紛争の状
況において国際人道法が国際人権法の適用とどのような関係にあるかを掘り下げて研究した。
まず、同裁判所によるバンコビッチ事件決定、アル・スケイニ事件判決のようなリーディングケ
ースの意義を武力紛争の性質および軍隊による作戦形態の特徴の観点から再検討し、これらの
前例に言うところの欧州人権条約締約国の「管轄」という概念が国際人道法が想定する武力紛争
や占領状態の概念とどの点で重複し、どの点にギャップがあるのかについて、さらに両者にギャ
ップがあるとすれば、なぜ生じるのかについて整理した。また年度後半には、これらの先例研究
に基づいて、2021 年 1月のジョージア対ロシア II事件本案判決および同年 2月のハナン対ドイ
ツ事件判決を検討した。これら判例を通じて、欧州人権条約締約国が行う域外軍事行動において、
つまり前者のようないわゆる「ハイブリッド」な性質のある紛争および後者のような安保理決議
に基づく平和活動において人権条約と国際人道法の適用関係が相互補完的に理解されつつある
こと、しかし「アクティブな敵対行為のフェーズ」という新たな概念により国際人道法が専ら規
律する紛争状況が認識されるようになったこと、ただしそれでも被害者の身体的拘束の場合や
武力紛争中の敵対行為による生命剥奪に関する人権条約上の「実効的捜査の義務」の側面におい
て国際人権法が優越的に機能して現代的武力紛争における実効的保護が補完されていることを
明確にした。これは外国軍隊による「支配」が新たな武力紛争の特徴を顕在化させる今日の状況
に対する法的対応の重要な進展と言えよう。 
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